
『
住
宅
用
火
災
警
報
器
』

に
つ
い
て

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
10
年
を
目

安
に
交
換
が
必
要
で
す

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
平
成
18

年
６
月
に
新
築
住
宅
へ
設
置
が
義
務

付
け
ら
れ
、
平
成
２3
年
６
月
以
降
は

既
存
住
宅
を
含
む
す
べ
て
の
住
宅
に

設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
平

成
２8
年
６
月
で
新
築
住
宅
へ
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
て
か
ら
、
1０
年
が
経

過
し
ま
し
た
。

　
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
、
古
く
な

る
と
電
子
部
品
の
寿
命
や
故
障
、
電

池
切
れ
な
ど
で
火
災
を
感
知
し
な
く

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
日
頃
の

点
検
な
ど
が
と
て
も
大
切
で
す
。

　
電
池
式
の
住
宅
用
火
災
警
報
器
本

体
の
寿
命
お
よ
び
使
用
し
て
い
る
電

池
の
寿
命
は
お
お
む
ね
1０
年
と
な
っ

て
い
ま
す
。
設
置
か
ら
1０
年
を
目
安

に
住
宅
用
火
災
警
報
器
は
交
換
し
ま

し
ょ
う
。
（
設
置
時
期
を
確
認
す
る

に
は
本
体
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
製

造
年
」
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
）

　
ま
た
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
火

災
予
防
条
例
の
基
準
ど
お
り
、
寝
室

な
ど
に
設
置
さ
れ
て
い
る
住
宅
を
対

象
に
、
「
住
宅
用
火
災
警
報
器
設
置

済
シ
ー
ル
」
を
申
請
に
基
づ
き
、
無

料
で
交
付
し
て
い
ま
す
。

　
申
請
方
法
は
、
申
請
書
に
住
宅
用

火
災
警
報
器
の
設
置
状
況
の
確
認
が

で
き
る
も
の
（
写
真
な
ど
）
を
添
付

し
、
近
く
の
消
防
署
に
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

　
申
請
書
は
各
消
防
署
に
あ
り
ま
す

が
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

　
設
置
済
シ
ー
ル
の
効
果
は
、
玄
関

先
な
ど
の
目
立
つ
場
所
に
貼
る
こ
と

に
よ
り
、
悪
質
訪
問
業
者
を
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
、
設
置
し
て
い
る
こ

と
を
近
隣
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
こ
と
で
、

地
域
全
体
へ
の
普
及
お
よ
び
防
火
意

識
の
向
上
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　
住
宅
火
災
か
ら
身
を
守
る
た
め
、

ま
だ
設
置
し
て
い
な
い
住
宅
に
つ
い

て
は
、
住
宅
用
火
災
警
報
器
を
設
置

し
ま
し
ょ
う
。

照
会
先　
消
防
本
部
消
防
総
務
課
予

防
係
☎
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４
５
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平
成
28
年
中
の
町
内
の

交
通
事
故
お
よ
び
犯
罪
の

発
生
状
況

交
通
事
故
発
生
状
況

　
町
内
の
交
通
事
故
は
昨
年
よ
り
も

件
数
、
負
傷
者
数
と
も
に
増
加
し
ま

し
た
。
ま
た
、
交
通
事
故
で
２
名
の

尊
い
命
が
失
わ
れ
ま
し
た
。

　
自
動
車
や
二
輪
車
を
運
転
す
る
方

は
、
自
分
の
運
転
技
術
を
過
信
せ
ず
、

歩
行
者
を
見
か
け
た
ら
、
『
思
い
や

り
運
転
』
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
ま

た
、
走
行
中
に
人
や
動
物
が
突
然
飛

び
出
し
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の

で
、
ス
ピ
ー
ド
の
出
し
過
ぎ
に
は
注

意
し
ま
し
ょ
う
。

　
歩
行
者
は
、
歩
き
慣
れ
た
道
で
あ

っ
て
も
、
ま
わ
り
の
安
全
確
認
を
行

い
、
ま
た
、
夜
間
外
出
す
る
時
に
は

反
射
材
を
身
に
付
け
る
な
ど
『
自
分

を
守
る
術
』
を
身
に
付
け
ま
し
ょ
う
。

　
一
人
ひ
と
り
が
、
交
通
ル
ー
ル
を

守
り
交
通
事
故
を
未
然
に
防
ぎ
ま
し

ょ
う
。

犯
罪
発
生
状
況

　
町
内
で
は
、
器
物
損
壊
や
置
引
き

が
多
発
し
ま
し
た
。

　
器
物
損
壊
の
被
害
で
特
に
多
か
っ

た
の
が
車
に
関
す
る
も
の
で
、
「
傷

付
け
ら
れ
た
」
、
「
窓
ガ
ラ
ス
を
割

ら
れ
た
」
で
し
た
。
車
か
ら
離
れ
る

と
き
は
、
外
か
ら
見
え
る
位
置
に
荷

物
を
置
か
な
い
よ
う
に
し
、
警
報
機

を
備
え
付
け
る
な
ど
し
て
、
自
衛
手

段
を
講
じ
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
置
引
き
の
被
害
に
遭
わ
な

い
た
め
に
も
、
荷
物
は
肌
身
か
ら
離

さ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
荷
物

を
置
く
場
合
は
、
目
の
届
く
範
囲
に

し
ま
し
ょ
う
。

最
近
の
詐
欺
に
注
意
を
！

　
全
国
的
に
、
振
り
込
め
詐
欺
の
被

害
が
発
生
し
て
い
ま
す
。
町
内
で
は
、

被
害
に
遭
っ
た
方
は
い
ま
せ
ん
が
、

前
兆
電
話
は
多
く
掛
か
っ
て
き
て
い

ま
す
。

　
最
近
の
手
口
と
し
て
は
、
役
場
職

員
を
名
乗
る
犯
人
か
ら
、
「
保
険
料

の
還
付
が
あ
り
ま
す
。」と
、
い
き
な

り
電
話
が
掛
か
っ
て
き
て
、銀
行
口
座

な
ど
を
聞
き
出
し
、言
葉
巧
み
に
騙
し

て
、お
金
を
振
り
込
ま
せ
る
『
還
付

金
詐
欺
』
が
多
く
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
役
場
な
ど
公
的
機
関
の
還
付
金
連

絡
に
つ
い
て
は
、
文
書
通
知
が
原
則

で
す
。
い
き
な
り
電
話
で
銀
行
口
座

等
な
ど
の
個
人
情
報
を
聞
き
出
す
こ

と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
不
審
な
電
話
が

あ
っ
た
場
合
は
警
察
へ
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

　
「
振
り
込
め
詐
欺
」
は
、
他
人
事

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
と
こ
ろ

に
も
必
ず
電
話
が
か
か
っ
て
く
る
と

い
う
意
識
を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

照
会
先　
総
務
防
災
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引
っ
越
し
の
際
は
、水
道
の

手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す

　
引
っ
越
し
な
ど
に
伴
い
、
水
道
の

使
用
開
始
ま
た
は
中
止
す
る
場
合
は
、

引
っ
越
し
の
一
週
間
ほ
ど
前
ま
で
を

目
安
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
引
っ
越
し
間
近
の
連
絡
で
は
、
対

応
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

照
会
先　

湯
本
・
湯
本
茶
屋
・
須
雲
川
・
畑
宿
・

塔
之
澤
・
大
平
台
・
宮
ノ
下
・
底
倉
・

小
涌
谷
・
木
賀
・
（
字
木
賀
・
新
田
・

川
向
を
除
く
）
・
二
ノ
平
・
芦
之
湯
・

箱
根
・
元
箱
根
（
字
旧
札
場
・
三
右

エ
門
平
・
禅
月
山
・
神
宮
山
を
除
く
）

上
下
水
道
温
泉
課
（
水
道
業
務
係
）
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仙
石
原
・
宮
城
野
・
強
羅
・
木
賀

（
川
向
・
新
田
・
木
賀
）
・
元
箱
根

（
旧
札
場
・
三
右
エ
門
平
・
禅
月
山
・

神
宮
山
）

県
営
水
道
お
客
様
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）
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※
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
を
利
用
で
き
な
い

場
合
は
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箱
根
水
道
セ
ン
タ
ー

☎
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平
成
29
年
4
月
か
ら
高
齢
者
の
介
護
予
防
と
日
常
生
活

の
自
立
支
援
に
向
け
た
「
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
総

合
事
業
（
総
合
事
業
）
」
が
始
ま
り
ま
す
。
総
合
事
業
で

は
、
こ
れ
ま
で
国
の
基
準
で
全
国
一
律
で
提
供
さ
れ
て
い

た
介
護
予
防
の
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
）
お
よ
び
通

所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
）
の
ほ
か
、
介
護
予
防
の
体
操

教
室
や
見
守
り
を
含
め
た
ご
み
出
し
支
援
サ
ー
ビ
ス
な
ど

を
提
供
し
ま
す
。

　
総
合
事
業
の
サ
ー
ビ
ス

　
■
介
護
予
防
・
日
常
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
事
業

　
対
象
者
：
要
支
援
1
・
2
お
よ
び
総
合
事
業
対
象
者
と

　
判
断
さ
れ
た
方

　
・
訪
問
型
サ
ー
ビ
ス
…
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
に
よ
る
身
体

　
　
介
護
や
掃
除
・
洗
濯
な
ど
の
生
活
援
助

　
・
通
所
型
サ
ー
ビ
ス
…
通
所
介
護
事
業
所
な
ど
で
の
生

　
　
活
支
援
、
運
動
機
能
向
上
や
栄
養
改
善

　
・
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
…
配
食
サ
ー
ビ
ス
、
ご
み
出
し

　
　
支
援
サ
ー
ビ
ス　
な
ど

　
■
一
般
介
護
予
防
事
業

　
対
象
者
：
65
歳
以
上
の
全
て
の
人

　
・
脳
と
体
の
若
返
り
教
室
な
ど
の
高
齢
者
の
健
康
体
操

　
　
教
室

　
サ
ー
ビ
ス
利
用
方
法

　
　
日
常
生
活
で
困
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
き
は
、
町
健

　
康
福
祉
課
や
箱
根
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
（
８
５

　
─
３
０
０
２
）
、
さ
く
ら
館
（
８
５
─
０
８
０
０
）
に

　
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
心
身
や
日
常
生
活
の
状
況
を
確
認
し
、
そ
の
状
況
に

　
よ
っ
て
、
サ
ー
ビ
ス
や
支
援
を
受
け
た
り
、
介
護
予
防

　
教
室
な
ど
に
参
加
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

新
し
い
介
護
予
防
・

日
常
生
活
支
援
総
合

事
業
が
始
ま
り
ま
す

問合先    健康福祉課☎85−7790

○総合事業のサービス利用の流れ

○要支援の方の総合事業への移行スケジュール（例）

介護保険の認定を申請

要支援1・2 非該当

非該当該当

基本チェックリストで訪問型サービス・通所
型サービスなどの必要性を判断します。

包括支援センター職員が自宅などを訪問し、身体の状態や
生活の困りごとなどを伺い、必要なサービスを決めます。

・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス
・一般介護予防事業
・訪問看護、通所リハビリ
・住宅改修、福祉用具貸与　など

・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス
・一般介護予防事業

・一般介護予防事業

65歳以上の町民の方（明らかに要介護認定が必要な方を除く）

町健康福祉課、箱根町地域包括支援センター、さくら館でご相談ください。

従来のサービス認定期限が
平成29年 3 月末

認定期限が
平成29年 7 月末

認定期限が
平成30年 2 月末

従来のサービス

従来のサービス

総合事業

平成29年 ４ 月

平成29年 8 月

平成30年 3 月

平成30年 ４ 月

総合事業

総合事業

使えるサービス 使えるサービス 使えるサービス

○
現
在
、
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
方
へ

　
　
現
在
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
て
い
る
方
は
、
認
定
の

　
有
効
期
間
中
は
継
続
し
て
同
じ
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

　
ま
す
。

　
　
総
合
事
業
移
行
後
も
事
業
の
枠
組
み
が
変
わ
る
以
外

　
に
利
用
料
や
サ
ー
ビ
ス
内
容
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

広報はこね　2017.March

広報はこね　2017.March 89

交通事故発生状況 発生件数 死者 負傷者

町　内
平成28年 116 2 166
昨年比 +16 0 ＋３0

小田原
警察署
管内

平成28年 950 8 1,187
昨年比 −58 −1 −４6

犯罪発生状況 発生件数

町　内
平成28年 80
昨年比 −３４

小田原
警察署
管内

平成28年 1,661
昨年比 −156

振込め詐欺発生状況 発生件数 被害金額

県　内 平成28年 　1,219 約４1億円
昨年比 ＋３05 +約 8 億円

小田原警察署管内 平成28年 27 約 2 億円
昨年比 +2 +約 1 億 ４ 千万円


